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税務：源泉所得税中間納付手続き指導会開催 

金融：金融個別相談会（1日公庫）開催 

経営：経営革新（IT活用）セミナー開催 

労務：社会保険算定基礎届の提出について 

情報：７月度予定・NICO事業紹介等 

 
スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

  源泉所得税の中間納付手続きについて  ～納期特例適用事業者対象指導会開催～ 

今月のトピックス 

●指導日：令和５年７月３日（月）～７日（金） 

     9:30～11:30／13:00～15:30 

 ※混雑を避けるため、書類の準備が整った方はお早めに 

  お越しください。 

●必要書類：①源泉所得税納付書 

 ②賃金台帳（給料明細）または源泉徴収簿等 
 ※令和5年1月～6月分の各月の賃金額及び源泉徴収税額がわかる 

  書類をお持ちください。 

 ③前年分の源泉徴収簿・納付書の控 

●納付期限：令和５年７月１０日（月） 

 ※期限までに納付されない場合は延滞税が発生しますので 

  ご注意ください。 

 給与の実支給人員が常時9人以下で、源泉所得税の

納期の特例の適用事業所については、７月が給与に係

る源泉所得税の中間納付月となります。 

 １月～６月に預かった源泉所得税は、右記の期日ま

でに納付手続きを行わなければなりません。（納付す

る税額がない場合でも給料・賃金・報酬の報告は必要

です。） 

 納付手続に係る指導会を開催いたしますので、商工

会で記帳・源泉徴収事務指導を受けている方は、源泉

徴収簿や賃金台帳等を作成の上、右記の日程の間にお

早めに商工会までお越しください。 

 

村松商工会主催 経営革新（ＩＴ活用）セミナー 

 デジタル技術の進展に伴い、人工知能

（AI）を企業経営やビジネス分野で活用

しようという気運が高まる中、チャット

を活用して誰でも簡単に利用できる対話

型人口知能『ChatGPT（チャットジーピー

ティー）』が大きな注目を集めています。 

 村松商工会では、AI技術の活用により

『企業経営を前進させるためのきっかけ作り』を目的とし

て、『ChatGPT』の基礎知識から

明日から実践できるAI活用の具体

例まで、実際の操作画面を元にし

ながらわかりやすく解説するITセ

ミナーを開催します。 

 業種を問わずどなたでもご参加

いただけますので、この機会にぜひお申込みください！！ 

●日時：令和5年７月２８日㈮  14:30 ～ 16:00 

●会場：村松商工会館 ２階大会議室 

●講師：竹内 幸次（たけうち こうじ） 氏 

    （㈱スプラム代表取締役・中小企業診断士） 

●申込：令和5年7月21日㈮までにお申込みください。   

“ＣｈａｔＧＰＴ”でどう変わる！？ 
～生成ＡＩを活用したこれからの企業経営とは～ 

 “ChatGPT”とは対話形式で、質問に対してまるで人間のよ

うに自然に答える技術（人工知能）を備えた自動会話プログ

ラムのことです。 

 令和4年11月30日のサービス開始から現在までの間で、全

世界の利用者数が1億人に達しており、世界で最も注目を集

めているプログラムといっても過言ではありません。 

 “ChatGPT”とは？ 

 “ChatGPT”でできること 

 人工知能やプログラムと聞くと身近でないもののような印

象を受けますが、“ChatGPT”を実務に取り入れることで

様々な業務を効率化することができます。 

【活用例１：データの分析が簡単に行える】 

 顧客アンケートの結果や商品の販売状況を入力し、「この

データからわかることを箇条書きにしてください。」と指示

することで顧客動向や傾向を分析させることができます。 

【活用例２：メールや手紙の文書を自動で作成できる】 

 “ChatGPT”に作成したいメールの内容を入力することで、

本文を自動作成することができます。 

 例えば、「お客様へのお礼の手紙を考えてください。」と

指示すると一般的なお礼の文書が作成される他、「○○（商

品名）を買っていただいたお客様へのメールを作ってくださ

い。」と指示すると購入された商品の特徴を踏まえた文書を

自動生成することができます。また、自分で作った文書を入

力することで、文書添削も可能となります。 

 その他活用のポイントをわかりやすくお伝えしますので、

この機会にぜひセミナーへご参加ください！ 
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７月の行事予定 

1㈯ 第24回100円商店街（抽選会：木村菓子店前） 五泉市村松 

3㈪ 源泉所得税中間納付手続指導会(～7/7㈮) 村松商工会館 

4㈫ 正副会長会議 村松商工会館 

6㈭ 商工会副会長研修会 新潟市中央区 

7㈮ はばたき信用組合納涼会 五泉市村松 

11㈫ 第２回理事会 村松商工会館 

15㈯ 商工会長杯親睦ゴルフ大会 新津ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

19㈬ 中小企業支援連携ミーティング 新潟市中央区 

21㈮ 新津職安管内雇用対策連絡会議 ﾊﾛｰﾜｰｸ新津 

24㈪ さくらカード会「遊々ナイト」 村松保健ｾﾝﾀｰ 

25㈫ 貯蓄共済事業推進委員会 新潟県建設会館 

26㈬ よろず支援拠点個別経営相談会 村松商工会館 

27㈭ 金融個別相談会（１日公庫） 村松商工会館 

28㈮ 経営革新（IT活用）セミナー 村松商工会館 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（７月開催分） 
 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公財にいがた産業創

造機構）の共催による経営個別相談会を開催します。売上拡

大、経営改善、商品開発、創業、資材価格高騰による経営へ

の影響など、様々な経営課題に関する相談に専門家が対応し

ます。（事前に予約が必要となります。）相談は無料、秘密

厳守で行います。 

■日時：令和５年７月２６日㈬ 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※7/20㈭までにお申込みください。 

■相談員：辰喜 太輔 氏 

 （税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

 

 夏季運転資金や設備資金、毎月の返済に係る条件変更等、

日本政策金融公庫の担当職員が相談をお受けします。事前予

約が必要となりますので、商工会の経営指導員までお問い合

せください。 

■日時：令和５年７月２７日㈭ 13:00～16:00 

■会場：村松商工会館 相談室 

■内容：①事業資金の申込について 

    ②既存借入金の返済に係る条件 

     変更等資金繰りについて 

    ③経営改善計画の作成について 

■応対者：日本政策金融公庫 担当職員 

■申込：7月14日㈮までに村松商工会へお申し込みく 

    ださい。TEL:58-2201 FAX:58-8409） 

～日本政策金融公庫による国の制度融資～ 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ 

日本政策金融公庫貸付利率（令和5年6月1日現在）  

◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

  運転資金：５年以内/1.94～2.90％ 

  設備資金：10年以内/1.94～2.90％ 

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付…貸付限度額 別枠8,000万円 

   6,000万円以内：当初3年間0.19%  3年経過後1.09% 

   6,000万円超：1.09% 

   運転：20年以内 設備：20年以内（ともに据置5年以内）    

◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

   運転資金：７年以内/1.09％ 設備資金：10年以内/1.09％ 

主催年金事務所 会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 20㈭ 10:00～15:00 

７月の年金相談のご案内 

【社会保険】 算定基礎届の提出について 

 社会保険適用事業所は毎年１回、7月1日現在在職してい

る全ての被保険者の標準報酬月額を決定するため「算定基礎

届」を提出する必要がありますのでご留意ください。 

◆提出期限：令和５年７月１０日（月） 

◆提 出 先：日本年金機構 埼玉広域事務センター  

        

  

  

ポータルサイト『村松商売繁盛.com』 

操作方法に関する説明会を開催します！ 

 商工会では、インターネットを活用し

た販路開拓支援の強化を目的として、昨

年度にポータルサイト『むらまつ商売繁

盛.com』(https://www.muramatsu-niigata.com) のリ

ニューアルを実施し、会員事業所の積極的なデジタル活用を

支援しているところです。今年度は、新たに５社の新規掲載

を行い、掲載企業総数は累計で82社となっています。 

 つきましては、昨年に引続き、新規掲載企業と既に情報掲

載されている企業の皆様を対象とした操作説明会を開催しま

すので、ぜひご参加下さるようお願いします。 

（※対象者の皆さまには案内文書を別途送付しております。） 

◆日時：令和５年８月８日㈫ 14:00～15:00 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：㈱ｸｰﾈﾙﾜｰｸ 崎本 昇吾 (さきもと しょうご) 氏   

◆申込：7月21日㈮までに村松商工会へお申し込み下さい。 

    （TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

 令和５年10月１日から「消費税インボイス

制度」が導入されることに伴い、実務上の留

意点やポイントを解説する税務セミナーを開

催します。インボイス制度導入前のセミナー

は今回が最後の開催となりますので、ぜひこの機会にご参加

下さるようお願いします。 

※セミナーの詳細は次月号の会報や案内チラシ等でご案内します。 

●日時：令和５年８月２４日㈭  14:00～15:30 

●会場：村松商工会館２階大会議室 

●講師：辰喜 太輔 氏［ 税理士・中小企業診断士 ］   

【開催予告】インボイス制度導入直前対策！ 

『消費税インボイス制度』対策税務セミナー 


